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 保護者の皆様へ                   

常滑市立小鈴谷小学校長 村上 正輝    

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の対応について（変更点のお知らせ） 
 

 初秋の候、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は、本校の教育活動にご理解とご支援をいただき、

ありがとうございます。 

さて、文部科学省より８月17日付けで、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針について示され

ました。つきましては、本校では下記のように対応します。何卒、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

記 
 

１ 文科省から示された内容 

＊８月１７日付で示された「緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校、及び高等学校における新型コロ

ナウイルス感染症への対応に関する留意事項について」内の『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対

処方針の変更』より抜粋 

 

現在、感染力の強い変異株（デルタ株）の拡大により、３密ではない状況でもクラスターが発生してい

る事案なども確認されている。このような感染状況に鑑み、児童生徒等や教職員に発熱等の風邪の症状が

ある場合等には登校・出勤しないことを徹底する。 

 

＊昨年度から示されている「学校における新型コロナウィルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学

校の新しい生活様式』～」より抜粋 

 

レベル３及びレベル２の地域では、同居の家族に風邪症状が見られる場合も登校させないようにしてく

ださい。このため、保護者の理解と協力を得ることが不可欠となります。 

 ※現時点で、常滑市ではレベル２とレベル３を組み合わせた対応をとることになっています。 

 
２ 新型コロナウィルス感染症拡大防止の対応について、変更する点 

【変更前】毎朝、家庭で体温を測り、（児童の）健康状態を確認します 

○（児童に）発熱等の症状がある場合は、登校を見合わせてください。 

○（児童が）登校後に体調不良となった場合は、保護者へ連絡して（体調不良の児童本人を）早退さ

せます。 

 

【変更後】毎朝、家庭で体温を測り、児童本人及び同居の家族の健康状態を確認し

ます 

○児童本人及び同居のご家族が、平熱で健康状態が良好な場合は、「健康チェックカード」に

記入の上、「健康チェックカード」を持たせて登校させてください。 

○児童又は同居のご家族に、風邪症状が見られる場合は、登校を見合わせてください。 

この場合は学校への連絡は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、電話でお願いします。 

 ○児童が、登校後に体調不良となった場合は、すぐに保護者へ連絡して体調不良の児童と共に

兄弟姉妹も一緒に早退させます。 

 

３ その他 

○同居のご家族に風邪症状が見られる場合を含めて、感染予防のために登校を見合わせる場合は、「出席停

止・忌引等の日数」として扱い、欠席にはなりません。 

 ○９月分の「健康チェックカード」から、同居のご家族についても健康状態の状況を記入する欄を設けます。

児童本人の体温、健康状態と合わせて記入してください。 

○１学期中、「健康チェックカード」の記入不備等について、登校後に学校で確認していました。しかし、

ご家族の健康状態について、学校で確認することはできません。「健康チェックカード」を確実に記入し、

登校時に必ず持たせていただくようお願いいたします。 

 

【お問合せ先 小鈴谷小学校 ３７－００２１ 教頭 野田美智子】 


